
弁論更新にあたって１
関電原発マネー
不正還流事件

事件の概要とその背景

2026年4月20日

原告株主ら訴訟代理人
弁護士 海渡 雄一
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令和２年（ワ）第５４８１号 損害賠償請求事件（会社訴訟・第１事件）
令和２年（ワ）第９７１７号 損害賠償請求事件（会社訴訟・第１事件共同訴訟参加事件）
令和２年（ワ）第１０８７０号 損害賠償請求事件（会社訴訟・第２事件）
令和３年（ワ）第２４３５号 損害賠償請求事件（会社訴訟・第２事件共同訴訟参加事件）
令和２年（ワ）第５７１４号 損害賠償請求事件（代表訴訟・第３事件）
令和２年（ワ）第５７１５号 損害賠償請求事件（代表訴訟・第３事件共同訴訟参加事件）
第１事件及び第２事件原告 関西電力株式会社
第１事件及び第２事件参加人兼第３事件原告 畑厚子ほか４名
第２事件及び第３事件参加人 末田一秀
第３事件参加人 アイリーン・スミスほか４２名
第１事件及び第３事件被告 森詳介、八木誠、岩根茂樹、豊松秀己、白井良平
第２事件被告 八嶋康博



3000人超が怒り
の告発

• 2019年12月13日関西を中心とする全国の市民3272人が、関西電
力の役員たちを刑事告発した。

•告発の対象としたのは、福井県高浜町の元助役から金品を受け取って
いた役員ら12人。

•告発罪名は特別背任と会社役員収賄罪、所得税法違反であった。



事案の概要
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各紙はこの事件
を大きく報道した。
記事は日経新聞。
2019/9/28
甲イ1の2
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税務調査から事件発覚
• 金沢国税局は，平成３０年（２０１８年）１月に関電の原発関連工事を多く請け
負う高浜町の建設会社吉田開発の税務調査を行なった。

• その結果，森山が，工事受注の手数料などとして，吉田開発から約３億円を受け
取っていたことが判明した（甲Aイ１）。

• 続けて，金沢国税局が，平成３０年（２０１８年）６月に関係先として森山の自
宅を調べたところ，金品を渡した相手の名前や金額などが書かれたメモが見つかった
（甲Aイ２）。

• 金沢国税局が金品の流れについてさらに調査を進めたところ，森山が，関電役員らの
個人口座へ送金したり，現金入りの菓子袋を届けるなどしていたとされることが判明した
（甲Aイ３）。

• 関電役員らへ金品を渡していたことについて，森山は，国税局に，「関電にはお世話に
なっているから」と説明したという（甲Aイ３ ）。
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森山助役とはどんな人物か
• 森山(1928年(昭和3年)生まれ， 2019年(平成31年) 3月死亡)は，綾部市の
職員となった後， 1969年(昭和44年) 1 2月に高浜町に転職し，その後，同町の
民生課長，統括課長を経て， 1974年(昭和49年) 8月から企画課長， 1975年
(昭和50年) 1 0月から収入役を務めた後， 1977年(昭和52年) 4月から1987
年(昭和62年) 5月まで助役を務め，同年5月に同町を退職した者であるが，同町
在職中，部落解放同盟福井県連合会の役職に就いたことがあるほか，福井県の客
員人権研究員等の公職にも就き，高浜町退職後は，同町の教育委員会委員長等
の公職も務めていた(甲ア３、甲Aア５・第三者委員会調査報告書・59-62頁)。

• 森山は，前記企画課長時代から収入役及び助役時代までを通じ，高浜原子力発電
所3号機及び4号機の増設や高浜原発の運営に関する関係各所との折衝や関連問題
への対応に当たっていた(甲ア３、甲Aア５ ・68-74頁)。

• 森山は，原告会社の役職員の間で，高浜原発3号機及び4号機の設置に尽力した
人物であると認識されていた一方で，後記本件取引先等に対する発注を強引に要求
し，時には原告会社の役職員等に対し人前でも同喝・叱責すること等から，対応に注
意すべき人物であるとも認識されていた(甲ア３、甲Aア５ ・160頁) 。 6



森山関連の取引先
• ア 吉田開発

• 吉田開発株式会社は，福井県大飯郡高浜町に本店を置く，土木建築工事の請
負等を目的とする株式会社であり，原告会社から，主に同町にある関連施設の
土木建築工事，点検業務等を請け負っていた(甲ア9 ・吉田開発の登記情報，
甲ア3、甲Aア５ ・第三者委員会調査報告書・62-63頁、 1 1 8頁以下)。

• イ 柳田産業

• 柳田産業株式会社は，兵庫県高砂市に本店を置く，各種機械器具設置工事に
関する施工・監理・事業等を目的とする株式会社であり，原告会社から，主に高
浜原子力発電所の定期検査等に関する工事等(保守，点検，修繕等の業務)を
請け負っていた。なお，森山は， 1 9 8 7年(昭和62年) 6月から2018年(平
成30年) 1 0月まで柳田産業の相談役を務めていた(甲10・柳田産業の登記情
報，甲ア3 、甲Aア５ ・63-64頁、124頁以下)。
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8

これが住民団体に
送られてきた
内部告発状だ !
甲A7の1



事件をめぐる腐敗の構造

•地元議員、地元会社との癒着構造がある。

•工事費が水増しされている。

• お金が地元有力者、国会議員、県会議員、市長、町長に還流されて
いる。

•原子力事業本部幹部職員が現金(億単位)を受け取っていた。

• この水増し発注工事費は電気料金に転嫁され、市民が支払わされて
いる。
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取引先 <続き>

• ウ オーイング

• 株式会社オーイングは，福井県大飯郡高浜町に本店を置く，警備保障業務等を目的
とした株式会社であり，原告会社から，主に高浜原発の警備業務を請け負っていた。な
お，森山は，同社の株式を保有し，その設立時である1997年(平成9年) 3月から
20 1 8年(平成30年) 5月までの間，同社の取締役を務めていた(甲ア11・オーイン
グの登記情報，甲ア3 、甲Aア５ ・第三者委員会調査報告書・64頁)。

• エ 塩浜工業

• 株式会社塩浜工業は，福井県敦賀市に本店を置く，建築工事，土木工事，機器装
置の設置工事，その他建設全般に関する企画，測量，設計，監理，施工，エンジニ
アリング，マネジメント及びコンサルティング等を目的とする株式会社であり，原告会社
から，主に土木工事，建築工事及び特殊鋼造工事を請け負っていた(甲ア2 ・塩浜工
業の登記情報，甲ア3 、甲Aア５ ・65頁)。
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概要① 金品受領／不正発注
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関西電力
森山
関連企業

森山関電・役員ら

① 
¥ 謝礼など

② 
¥ 金品

③ 
職務を通じた
働きかけ

④-1 
情報提供
事前約束
発注

④-2

高額接待など



多額の金品が高値工事
費の見返りとされていた

•関電役員個人口座へ送金

•現金入りの菓子袋

•高級スーツのお仕立券

•金貨
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概要② 不正な補填（追加納税分）

13

関西電力

関電・役員ら

③ 
補填の

方針決定／決裁

対象者

②
追加納税

秘書室

国税局
①

金品受領が
所得税の対象と指摘

④
¥ 補填



概要③ 不正な補填（役員報酬）
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関西電力

関電・役員ら

③ 
補填の

方針決定／決裁

対象者

3.11福島の事故

原発停止

関電業績悪化

電気代の値上げ

②
報酬の減額

秘書室

①
経緯

④
¥ 補填



根本的な原因はなにか
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共犯関係に
巻き込んで、
腐敗のシステ
ムがら逃れら
れなくする森
山氏の手口

• 森山氏は、高浜地域における原発立地受け入れの
フィクサー

• フィクサーの関連会社に工事発注することで、次の原
発立地の根回しになる。

• 森山氏は、次の原発関連工事も関連会社に発注す
るように圧力を加える。

• それだけでなく、森山氏は原発関連の役員に金品を
送り、関連会社を発注先から落とさせないようにする
圧力を加えた。

• 共犯関係をつくることで、この原発マネー還流システ
ムから逃れさせないという意図が森山氏にはあった。

• このようにしてつくられた裏金は、政界工作などにまで
使われた。
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追及すべきこと
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金品の
不正受領

癒着した
不正取引

不正な補填
役員報酬

不正な補填
納税分

なぜ、前代未聞の不正が起きたのか？



根本的な原因は何か？

18

金品の
不正受領

癒着した
不正取引

不正な補填
役員報酬

不正な補填
納税分

会社としての

不正な体質

いくつもの
不正行為

関西電力の不正な
体質が現れたもの



根本的な原因は何か？

金品の
不正受領

癒着した
不正取引

不正な補填
役員報酬

不正な補填
納税分

会社としての

不正な体質

根本的な原因は
何か？

不正な行為は
大規模
長期間
組織的

不正な金や取引を
構造的に必要とする

「原発」事業
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なぜ、前代未聞の不正が起
きたのか？

構造的に不正を伴う

「原発」事業事件の舞台となった高浜原発
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朝日新聞『原発利権を追う』甲Aア8 号証 関西電力の芦原会長の政界担当秘書
内藤千百里の証言 歴代自民党政権に対する秘密献金を自白している



刑事告発から
会社・株主の共同訴訟へ
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刑事告発は受理されたが

• 2020年10月5日夕方、大阪地検から河合
弁護士に告発状を受理したとの連絡が入り、
記者会見をオンラインで行いました。海渡雄一
弁護士は「受理するということは検察に立件の
意思があること」とコメントしました。

• 2020年11月、東日本大震災後に減額してい
た役員報酬の一部を退任後に嘱託報酬などと
して補填していた問題で、取締役・監査役とし
ての善管注意義務違反があったとして、八嶋
康博・元常任監査役に1億7000万円の損害
賠償を求める訴訟を大阪地裁へ提訴した。
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検察は全員を不起訴処分に

•大阪地検特捜部は2019年11月関電の元役員ら9人全員を不起訴
処分にした。

• 「関電の原発マネー不正還流を告発する会」代理人の河合弘之弁護
士は9日、オンラインで記者会見を開き、「まことに遺憾。巨悪を眠らせ
ないという公益の守護者としての検察の権威を著しく失墜させた。戦後
最大の公的経済犯罪を見逃すことはありえない」と批判した。

•河合弁護士は金品受領や報酬補塡（ほてん）などの告発内容につい
て、「（地検が家宅捜索などの）強制捜査で証拠資料を入手すれば
起訴につながったはずだ」「国税も問題にしており、違法性は明らかだ」
などと述べた。
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関電による役員提訴・株主代
表訴訟

• 2020年7月16日関電の会社自体が、役員らによる
金品受領問題などで会社に損害を与えたとして、関電
は歴代社長を含む旧経営陣５人を相手取り、計１９
億円超の損害賠償を求める訴訟を起こした。

• 引き続いて、7月23日個人株主5人が八木誠前会長
や岩根茂樹前社長、森本孝社長ら現旧の経営陣や監
査役など計22人を相手取り、関電に約92億円の損
害賠償を支払うよう求める株主代表訴訟を大阪地裁
に起こした。森本社長ら現経営陣や監査役の提訴は
見送っていた。株主らは、より広範囲な責任追及が必
要だと判断し、代表訴訟にも踏み切った。

• この訴訟には株主5人に加え、44人の株主が共同参
加した。
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被告らが争っている事実は、第三者
委員会が認めた事実だ !

• 会社訴訟の提起の根本は会社が委
託した複数の第三者委員会が認定し
た事実である。

• 被告らは、これらの第三者委員会の認
定した事実を争っているのである。

• 被告らの主張の多くは、およそ経験則
に反するものである。

• 裁判所は、会社と株主による主張と提
出証拠、さらにはこれから実施される尋
問結果をもとに、被告ら元役員の重大
な責任を明らかにしてほしい。
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